
高山市第九次総合計画 実施計画（前期計画）のローリングについて

１．ローリングの考え方

⑴ 事業に関するローリング

１）事業の新設や廃止を行う場合

２）実施内容の整理等に伴い事業の統廃合等を行う場合

⑵ 計画額に関するローリング

１）重点事業

重点事業において、実施時期や取り組み内容の変更を行う場合

２）その他の事業

①主要計画の策定・見直しや制度改革などにより、令和８年度以降の金額が変わる場合

②原則、金額が1,000千円を超える新規または拡充する事業（取り組み）で、後年度も継続して実施する場合

③原則、金額が1,000千円を超える事業（取り組み）の廃止または見直し（減額）を行う場合

④施設の大規模な整備・改修など、毎年の維持修繕等に加えて計画額に計上しているもので、実施時期等を変更する場合

※ 令和８年度単年度事業や令和８年度で終了する事業はローリングしない

２．ローリング概要

ローリングの考え方に基づき、事業の新設・廃止等や計画額の変更を行う事業について、事業名、変更理由等、計画額（変更前・後）を、

ローリング概要として示す。

【記載例】

（★表示は重点事業）

※ 令和８年度のローリング概要は、資料１のとおり

３．重点事業・検討事項の実績・状況等

重点事業・検討事項については、シートを更新するとともに、実績や状況等を示す。

⑴ 重点事業

ローリングの有無に関わらず、実績・状況等及び計画額（変更前・後）を示す。

【記載例】

※ 重点事業の実績・状況等については、資料２のとおり

⑵ 検討事項

実施に向けた実績・状況等を示す。

【記載例】

※ 検討事項の実績・状況等については、資料３のとおり


